
 

 

 

第９回 

福山・笠岡地域公共交通活性化協議会 

 

 

会 議 資 料 

 

 
議 事 

（１）再編実施計画の策定に向けた取組状況・・・・・・・・・・・・ １ページ 

 

報告 

（１）まわローズの実証運行結果（速報値）・・・・・・・・・・・・・ 4ページ 

（２）買い物ライナーの実証運行結果（速報値）・・・・・・・・・・・１２ページ 

（３）グリーンスローモビリティの導入 ・・・・・・・・・・・・・・２０ページ 

 

 

201９年（平成３１年）３月２６日 



1 

 

再編実施計画の策定に向けたスケジュールの変更について 

 

 

 

これまでの福山・笠岡地域公共交通活性化協議会において示したとおり，再編実施計画のとりまとめ

時期を2019年3月として取り組んできたが，福山市及び笠岡市とバス運行を担う交通事業者とで再編内

容の協議・調整を行う中で，交通事業者より，持続可能な公共交通網形成のためには，第8回福山・笠

岡地域公共交通活性化協議会で承認を得た「福山・笠岡地域公共交通再編実施計画 骨子」の事業内容

では再編実施計画期間内の事業の継続が難しい，と意見があり，引き続いての協議・調整が必要となっ

たことから，再編実施計画策定に向けたスケジュールを次のとおり変更する。 

 

2019年6月 福山・笠岡地域公共交通再編実施計画のとりまとめ 

      中国運輸局へ認定申請 

 

 ※再編実施計画の計画期間については2019年10月1日から2023年3月31日から変更なし 

 

  

議事１ 
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再編実施計画の見直しに係る記載の変更について 

 

 

 

第8回 福山・笠岡地域公共交通活性化協議会において承認を得た「福山・笠岡地域公共交通再編実

施計画 骨子」のうち，再編実施計画の見直しに係る表記について，次のとおり変更する。 

 

・計画見直しを想定する時期を，2021年10月から2020年10月に変更する。 

・見直しを行う際の方向性について明記する。 

・計画の評価に係る記載を追加する。 

 

 

記載内容の変更（案）を次頁に示す。 
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1.3 再編実施計画の期間 

(1) 計画対象期間 

再編実施計画の対象期間は，2019年 10月 1日～2023年 3月 31日とする。 

 

(2) 計画の見直し 

本計画は，網形成計画の基本方針に基づき，地域公共交通の再編を着実に推進することが目的であ

る。ここで，網形成計画では，利用者の需要に応じて持続可能な運行方法に見直すことを基本方針に

掲げており，公共交通サービスの事業環境が急変する昨今においては，計画区域内の動向を十分に検

証し，運行内容等においても柔軟に対応することが必要である。 

よって以上より，本計画では，2019年度，2020年度における状況等を検証した上で，変更が必要

と判断される場合において，2021年 2020年 10月に本再編実施計画を見直し，変更する。見直しに

あたっては，公共交通サービス等の事業環境が一層厳しさを増す状況に備えて，路線機能，すなわち

運行維持を図るべき幹線（準幹線）と，乗合タクシー・グリーンスローモビリティ※等の多様な手段の

活用を含めた支線交通の再設定や，地域の生活実態に応じて既存サービスを補完する移動手段の導

入など，効率性向上と利便性向上の両方の観点から路線バス等の再編内容を検討し，再編実施計画の

見直しに反映することが想定される。また，2020年 10月以降も必要に応じて見直す場合がある。 

※グリーンスローモビリティ：時速 20km未満で公道を走る，４人乗り以上の電動モビリティのこと 

 

 

2019 年 2020 年 2021 年 2022 年         2023 年 

10月   ４月   10月   ４月   10月   ４月   10月   ３月 

 ●--------------◎----------------------------------→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画対象期間と計画変更の時期 

 

(3) 計画の評価 

計画期間の最終年に，計画期間全体を通じた再編事業の評価・検証を行う。その際，同じく計画期

間の最終年である網形成計画と一体的に，市民アンケート調査等によるニーズを踏まえた上で，評価

を実施する。 

再
編
事
業
の
実
施 

計
画
対
象
期
間
の
終
了 

計 画 対 象 期 間 

※
再
編
実
施
計
画
を
変
更 

再編後の利用状況等

を踏まえ，見直しが必

要な場合 

取り消し線

を削除，下線

部を追加 

図の再編実施時期を， 

2021年10月から， 

2020年10月に変更 

※
再
編
実
施
計
画
を
変
更 

評価に係る記載を追加 
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まわローズ実証運行結果（速報値） 

 

１．実証運行の概要 

 

（１）実施期間 

2019年（平成 31年）2月 1日～3月 22日／50日間 

 

（２）実証運行の目的 

利用の少ない既存の赤ルートを，ＪＲ山陽本線北側を運行する新たなバス路線へ転換する実験を

行い，利用状況や赤ルート利用者の青ルートへの移行状況を把握することを目的とする。 

 

（３）運行内容  

ア）青ルート 

従来通りのサービスで運行。 

 

イ）（新）赤ルート 

①運行ルート 

ポートプラザ日化 → 綱木 → 地場産業振興センター → ポートプラザ日化 

②運行便数 

８便 

③運行日 

毎日 

④運賃 

150円 

（こども 80円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 運行ルートと（新）赤ルートの運行車両  

報告１ 
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２．利用実績（3月17日まで） 

 

（１）まわローズ利用者数の推移 

 実証運行期間のうち“2月 1日～3月 17日”の利用者数は，青ルートが 14,561人，(新)赤ル

ートが 756人，合計で 15,317人。（ただし，実証運行期間は 3月 22日まで） 

 日別利用者数の推移では，青ルートが 2月 12日以降に減少しており，これは「イトーヨーカ

ドー福山店」閉店の影響と考えられる。その後は徐々に増加している。赤ルートは，2月 10日

前後の利用が若干多いものの，一定の傾向はみられない。なお 3月 6日に突出しているが，こ

れはメモリアルパーク→新橋間での団体利用のようである(39名の利用)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コース別日別利用者数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 まわローズの利用者数の推移  
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（２）利用者数の前年比較 

 利用者数の対前年比をみるとコース計で 0.78，従来ルートの比較（従前は青＋赤，実証運行

中は青のみ）では 0.74と前年を下回る。 

 一方，便あたり利用者数の対前年比をみると，コース計で 1.22，従来ルートの比較で 1.48と，

前年よりも効率性が高まった。 

 

■利用者数の対前年比較（3月17日まで） 

  ルート 2月 
3月 

(～17 日) 
期間計 

（2/1～3/17） 

前年度

2018(H30) 

単位：人 

青ルート 7,156 5,007 12,163 

赤ルート 4,494 3,053 7,547 

計(a) 11,650 8,060 19,710 

2019(H31) 

実証運行 

単位：人 

青ルート(b) 9,150 5,411 14,561 

（新）赤ルート 474 282 756 

計(c) 9,624 5,693 15,317 

全体比較（c/a） 0.83 0.71 0.78 

従来ルートでの比較（b/a） 0.79 0.67 0.74 

 

○便あたり 

  ルート 2月 
3月 

(～17 日) 
期間計 

（2/1～3/17） 

前年度

2018(H30) 

単位：人 

青ルート 8.81 10.16 9.32 

赤ルート 5.53 6.19 5.78 

計(a) 7.17 8.17 7.55 

2019(H31) 

実証運行 

単位：人 

青ルート(b) 11.27 10.98 11.16 

（新）赤ルート 2.12 2.07 2.10 

計(c) 9.29 9.05 9.20 

全体比較（c/a） 1.29 1.11 1.22 

従来ルートでの比較（b/a） 1.57 1.34 1.48 

 

  

※日数について 

○2月・・・・・・・・・2018年，2019年の曜日構成は同じ（平 19日，土 4日，日祝 5 日） 

○3月(17日まで)・・・2018 年は平 12 日，土 3日，日祝 2日， 

2019年は平 11日，土 3日，日祝 3 日であり，曜日構成が異なる 
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（３）期間を２月上旬に限定した前年比較 

 まわローズ利用者の多くが訪れていた「イトーヨーカドー福山店」が 2月 11日（月・祝）を

もって閉店したが，その前後で利用状況が異なると考えられる。そのため，開店中の 2/1（金）

～11（月・祝）の 11日間の利用者のみを対象として，対前年比較を行った。 

※なお，2019(H30)は曜日を合わせたため，2/2（金）～2/12（月・祝）を集計対象とする。 

 その結果，利用者数のコース計における対前年比は 1.02，従来ルートの比較で 0.97 であり，

概ね同程度の利用である。 

 また便あたりでは，コース計の対前年比は 1.60，従来ルートの比較で 1.95と，前年を上回っ

ている。 

 

■２月上旬(11日間)利用者数の対前年比較 

  ルート 2月(11日間) 

前年度

2018(H30) 

単位：人 

青ルート 2,772 

赤ルート 1,802 

計(a) 4,574 

2019(H31) 

実証運行 

単位：人 

青ルート(b) 4,454 

（新）赤ルート 224 

計(c) 4,678 

全体比較（c/a） 1.02 

従来ルートでの比較（b/a） 0.97 

 

○便あたり 

  ルート 2月(11日間) 

前年度

2018(H30) 

単位：人 

青ルート 8.69 

赤ルート 5.65 

計(a) 7.17 

2019(H31) 

実証運行 

単位：人 

青ルート(b) 13.96 

（新）赤ルート 2.55 

計(c) 11.49 

全体比較（c/a） 1.60 

従来ルートでの比較（b/a） 1.95 

 

【対象期間】 

●2019年(H31年)は， 

2/1(金)～2/11(月・祝） 

※2/11はイトーヨーカドー福山店

の営業最終日 

 

●2018年(H30年)は， 

2/2(金)～2/12(月・祝) 
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（４）(新)赤ルートの停留所別の利用状況 

 （新）赤ルートの停留所別の利用状況では，新橋，ポートプラザ日化の利用が突出して多く，

広く沿線地域から利用され，特にポートプラザ（新橋）への移動で利用されていることがわか

る。 

 

表 （新）赤ルートの停留所別乗降者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：人

乗車 降車 乗車 降車 乗車 降車

ポートプラザ日化 116 0 57 0 173 0

新橋 113 5 77 0 190 5

御船町二丁目 5 5 8 3 13 8

旭町 19 4 5 0 24 4

北吉津 2 8 3 4 5 12

深津住宅 34 22 13 35 47 57

三吉町五丁目 22 24 17 18 39 42

蔀山 10 2 3 7 13 9

巌山 27 18 13 8 40 26

綱木 5 7 1 1 6 8

下大目 2 10 4 4 6 14

南蔵王 5 16 0 5 5 21

宮の端 44 29 15 12 59 41

地場産業振興センタ 6 15 0 0 6 15

メモリアルパーク 33 47 49 29 82 76

地場産業振興センタ南 1 4 0 0 1 4

東深津 12 5 7 8 19 13

松原 6 7 6 1 12 8

すこやかセンター前 8 32 0 7 8 39

新橋 4 165 4 97 8 262

ポートプラザ日化 0 49 0 43 0 92

合計 474 474 282 282 756 756

停留所
2月 3月(17日まで) 期間計
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３．利用者による評価 

 

（１）アンケート調査の実施概要 

実証運行に対する利用者の意見を把握するため，アンケート調査を実施した。 

 

①配布・回収の方法 

 実施日 配 布 回 収 

ア 
３月２日（土） 

３月５日（火） 

・車内で手渡し配布（全便） 

・（乗客が少ない状況で，被験者の了承がある場合の

み）聞きとり方式にて車内で回答を依頼 郵送回収 

イ ３／６～２２日 ・車内に調査票を配置し，利用者自身が受け取る 

 

②配布・回収件数 

 

配布件数：「ア（手渡し配布等）」：青ルート 392件，(新)赤ルート 22件，計 414件 

  ※これ以外に「イ」の車内への配置したものを利用者が受け取った件数がある 

 

回収件数：青ルート 166件，(新)赤ルート 50件，計 216件 

 

 

（２）アンケート調査票（次頁より示す） 

 

※アンケート調査結果は，現在分析中 
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調査票（オモテ） 
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調査票（ウラ） 
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笠岡・福山買物ライナー実証運行結果（速報値） 

 

１．実証運行の概要 

 

（１）実施期間 

2018年（平成 30年）12月 1日～2019年（平成 31年）2月 28日／3か月 

 

（２）実証運行の目的 

笠岡市西部と福山市東部エリア間は，県境を跨ぐものの，買物等の生活移動が多い。こうした移動

需要に対応するとともに，地域間交流の促進を図るために，新しい路線バスの実証運行を行った。 

 

（３）運行内容 

①運行ルート 

伊勢丘六丁目～大門～城見台～笠岡駅前 

②運行便数 

伊勢丘六丁目→笠岡駅前 ３便 

笠岡駅前→伊勢丘六丁目 ３便  計６便 

③運行日 

毎日（年末年始は運休） 

④運賃 

対距離制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 運行ルートと運行車両 

報告２ 



13 

 

２．利用実績 

 

（１）利用者数 

 3か月の利用者数は 668人で，笠岡から伊勢丘方面が 358人，伊勢丘から笠岡方面が 310人で

あり，伊勢丘行きの方が多い。 

 月平均の日あたり利用者数をみると，1月に利用が落ちこんだものの，2月には増加している。 

 

 

■買物ライナー利用実績                  単位：人 

  笠岡→伊勢丘 伊勢丘→笠岡 計 日あたり 

12月 136 103 239 8.0 

1月 107 81 188 6.7 

２月 115 126 241 8.6 

計 358 310 668 7.8 

 

 

 

（２）周辺バス路線の運行状況 

 買物ライナーの周辺には，城見線，宮の前線（井笠バスカンパニー）が運行している。 

 城見線は，笠岡駅～城見台団地～笠岡駅を，平日４便（右回り・左回り各２便），休日２便（右

回り・左回り各１便）運行。 

 宮の前線は，福山駅～沖下～福山駅を，平休ともに１日２便（午前１便，午後１便）運行。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 買物ライナーと周辺路線  
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（３）停留所別の利用状況 

 「伊勢丘六丁目行」では，笠岡駅前，七号地公園前，城見台などから乗車して，北浜～伊勢丘

六丁目の区間で降車するような利用が多くみられる。「笠岡行」では，その逆の利用となって

いる。 

 これらより，県境を跨ぐような移動ニーズに，買物ライナーが活用されたことがわかる。 

 

表 買物ライナーの停留所別乗降者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：人

乗車 降車 乗車 降車

笠岡駅前 143 0 伊勢丘六丁目 25 0

笠岡市民病院前 8 9 伊勢丘五丁目 30 0

金崎 1 1 伊勢丘三丁目 29 0

生江浜 0 1 大門西 1 0

生江浜西 2 10 大門 50 8

城見隧道西口 0 2 北浜 45 2

新大宜 19 12 石樋 1 5

大宜西 1 1 松井団地 1 6

天理教前 2 7 坂里団地 0 8

城見 4 13 沖下 1 7

城見台団地口 0 1 沖下団地 6 6

青木 4 26 高丸団地 1 11

茂平 2 0 城見台団地 6 19

茂平橋 0 1 七号地公園前 6 47

茂平 0 0 集会所前 2 17

青木 7 7 青木 1 6

集会所前 16 4 茂平 2 0

七号地公園前 40 16 茂平橋 3 2

城見台団地 31 4 茂平 0 0

高丸団地 16 3 青木 1 0

沖下団地 15 4 城見台団地口 2 0

松井団地 10 1 城見 27 5

坂里団地 15 0 天理教前 2 0

沖下 6 1 大宜西 6 9

石樋 2 5 新大宜 2 8

北浜 7 34 城見隧道西口 2 0

大門 4 78 生江浜西 41 2

大門西 3 17 生江浜 8 6

伊勢丘三丁目 0 51 金崎 7 0

伊勢丘五丁目 0 17 笠岡市民病院前 2 11

伊勢丘六丁目 0 32 笠岡駅前 0 125

計 358 358 計 310 310

笠岡行
停留所

伊勢丘六丁目行
停留所
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３．利用者による評価 

 

（１）アンケート調査の実施概要 

アンケート調査を，ア）買物ライナー利用者，イ）地域住民 の２つの対象に実施した 

 

 

 ア）買物ライナー利用者 イ）地域住民 

調査対象 ◇買物ライナーの利用者 

◇沿線住民 

笠岡市：茂平，城見台，用之江 

福山市：大津野，野々浜 

※利用啓発チラシ配布と兼ねた

ため，幅広く配布した 

配布・回収方法 

配布：バス車内に配置し，利用者

が受け取る 

回収：バス車内に設置した回収

箱にて回収 

配布期間：１月25日～２月28日 

地域（学区）の回覧等で配布し，

回収も地域の代表が実施 

配布・回収件数 24件 

配布：1,610件 

（笠岡910，福山700） 

回収：951件（笠岡588，福山363） 

回収率：59.1％ 

 

 

 

（２）アンケート調査票（次頁より示す） 

 

※アンケート調査結果は，現在分析中 
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利用者用 調査票（オモテ） 
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利用者用 調査票（ウラ） 
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地域住民用 調査票（オモテ） 
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地域住民用 調査票（ウラ） 



20 

 

福山市におけるグリーンスローモビリティによる 

一般乗用旅客自動車運送事業運用要領 

 

 

（目的） 

第１条 買い物や通院等の日常生活を送るために自らの移動が困難である地域における，

高齢者などの移動支援，または，坂道などを経由する観光地まで移動が不便な地域におい

て，高齢者や観光客などの移動支援に活用し，地域が抱える交通課題の解消に寄与するこ

とを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 グリーンスローモビリティとは，電動で，時速２０キロメートル未満で公道を走る

４人乗り以上１０人乗り以下のモビリティをいう。 

 

（運行実施者） 

第３条 グリーンスローモビリティの運行を行うことができる者は，道路運送法第 3 条第

1項ハに規定する「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を有している者とする。 

 

（運用要件） 

第４条 運用の適用地域は，次に規定する各項のいずれかに適合した地域とする。 

(１)  バスを始めとする公共交通機関の停留所等までの距離がある，または坂道が多いとい

った地理的要因により，高齢者等が容易に歩いて停留所等まで行くことが困難な地域 

(２) その他運行する区域について福山市担当部局と事前協議を行ったうえで協議の整っ

ている地域 

 

（安全性確保のプロセス） 

第５条 

(１) 第３条の者が第４条の適用地域においてグリーンスローモビリティの運行に係る事

業を開始しようとするときは、あらかじめ、事業を行う経路と区域が第４条に適合して

いることについて福山市の確認を得るとともに、第６条及び第７条の実施について福山

市と協議し同意を得ることとする。 

(２) また、前項の者は、当該事業の実施について、あらかじめ、道路管理者及び都道府県

警察との間で協議し同意を得ることとする。 
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（緊急時の対応等） 

第６条 

(１) 運行実施者は、事故及び不測の事態等が発生した場合は、直ちに状況等について、福

山市担当部局に連絡し、福山市は地域の関係者に情報共有を図ることとする。 

(２) 運行実施者は、事故報告書について、福山市担当部局と協議し定めた形式により，月

毎にとりまとめ、年毎に同市担当部局へ提出することとする。 

(３) 福山市は、安全対策全般について、運行実施者とともに主導的役割を担い、事故等が

発生した場合には、事故報告書に基づき原因等を検証の上、結果について、地域の関係

者に報告することとする。 

 

（安全確保の検証） 

第７条 福山市は、事故及び不測の事態等が発生した場合のほか、運行の安全確保の状況に

ついて検証を行い、運行内容の変更が必要と認めるときは、運行実施者に当該変更を求め

るものとする。 

 

（変更） 

第８条  

(１) 運行実施者は、運行内容の変更を行う場合には、第５条第１項のプロセスを経ること

とする。 

(２) 福山市及び運行実施者は、運行内容の変更を行う場合、地域の関係者を招集の上、第

５条第２項のプロセスを経ることとする。 

(３) 中国運輸局は、運行内容の変更等について、必要に応じてアドバイス等を行うことと

する。 

 

（その他） 

第９条 福山市地域公共交通会議において了承された後，運行を開始できるものとする。

（運行内容の変更についても同じ。） 

 

附則 

この要領は，平成３１年３月１９日から施行する。 



信号制御区間
：片道1車線の道路

グリスロ運行エリア

主に運行する道路 主に運行しない道路

十字路

グリーンスローモビリティ運行エリアマップ（鞆地区）

鞆車庫

アサヒタクシー営業所

鞆～走島航路
フェリー乗り場


